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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
救
急
病
院
の
認
定
（
七
八
一
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
、
設
置
者
等
の
変
更
に
関
す
る
届
出
（
七

八
二
・
商
業
貿
易
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日
、
施
設
等
の
変
更
に
関
す
る
届
出
（
七

八
三
・
商
業
貿
易
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
七
八
四
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
２

◯
河
川
法
に
よ
る
堤
防
と
道
路
と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
（
七

八
五
・
河
川
砂
防
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
３

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
七
百
八
十
一
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
医
療
機
関
を
救
急
病
院
に
認
定
し
た
の
で
、

同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め

配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、

こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ヤ
マ
キ
　
代
表
取
締
役
　
乾
　
　
　
忠
　
勝

新
潟
県
新
潟
市
清
水
四
千
五
百
一
番
地
一

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
メ
リ
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
本
荘
店

由
利
本
荘
市
出
戸
町
字
赤
沼
下
道
五
十
八

（三）

変
更
し
た
事
項

（１）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

ア
　
変
更
前

株
式
会
社
ヤ
マ
キ
　
代
表
取
締
役
　
乾
　
　
　
忠
　
勝

能
代
市
大
町
七
番
二
十
七
号

イ
　
変
更
後

株
式
会
社
ヤ
マ
キ
　
代
表
取
締
役
　
乾
　
　
　
忠
　
勝

新
潟
県
新
潟
市
清
水
四
千
五
百
一
番
地
一

（２）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
　
変
更
前

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ヤ
マ
キ
本
荘
出
戸
町
店

本
荘
市
出
戸
町
字
赤
沼
下
道
五
十
八

イ
　
変
更
後

コ
メ
リ
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
本
荘
店

由
利
本
荘
市
出
戸
町
字
赤
沼
下
道
五
十
八

（３）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

ア
　
変
更
前

株
式
会
社
ヤ
マ
キ
　
代
表
取
締
役
　
乾
　
　
　
忠
　
勝

能
代
市
大
町
七
番
二
十
七
号

イ
　
変
更
後

株
式
会
社
ヤ
マ
キ
　
代
表
取
締
役
　
乾
　
　
　
忠
　
勝

新
潟
県
新
潟
市
清
水
四
千
五
百
一
番
地
一

（四）

変
更
の
年
月
日

（１）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

平
成
十
八
年
七
月
一
日

（２）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

（３）

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

（４）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

平
成
十
八
年
七
月
一
日

（五）

変
更
す
る
理
由

（１）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

住
所
変
更
の
た
め

（２）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名
称
変
更
の
た
め

（３）

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

市
町
村
合
併
の
た
め

（４）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

住
所
変
更
の
た
め

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

由
利
本
荘
市
役
所
　
商
工
観
光
部
　
商
工
振
興
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
十
四
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振

興
課
商
業
貿
易
室

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め

配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、

告
　
　
　
　
　
　
示

名
　
　
　
称

由
利
組
合
総
合
病

院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

由
利
本
荘
市
川
口
字
家
後
三
十

八
番
地

認

定

の

有
効
期
限

平
成
二
十
一
年

十
一
月
十
一
日
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２

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
堤
防
と
道
路
と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議

が
成
立
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。関

係
図
書
は
、
建
設
交
通
部
河
川
砂
防
課
及
び
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ヤ
マ
キ
　
代
表
取
締
役
　
乾
　
　
　
忠
　
勝

新
潟
県
新
潟
市
清
水
四
千
五
百
一
番
地
一

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
メ
リ
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
本
荘
店

由
利
本
荘
市
出
戸
町
字
赤
沼
下
道
五
十
八

（三）

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

（１）

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

ア
　
変
更
前
　
四
千
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

イ
　
変
更
後
　
六
千
四
百
二
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

（２）

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

ア
　
変
更
前
　
二
十
四
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル

イ
　
変
更
後
　
三
十
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル

（３）

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
河
川
の
名
称
　
一
級
河
川
　
玉
川
及
び
桧
木
内
川

二
　
河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類
　
右
岸
堤
防
及
び
左
岸
堤
防

三
　
河
川
管
理
施
設
の
位
置
　
仙
北
市
角
館
町
小
館
百
四
十
八
番
か
ら
同
市

角
館
町
西
下
タ
野
七
十
九
番
十
二
ま
で

四
　
管
理
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

（一）

名
称
　
道
路
管
理
者
　
仙
北
市
長

（二）

住
所
　
仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
宮
ノ
後
三
十
番

（三）

代
表
者
の
氏
名
　
仙
北
市
長
　
石
　
黒
　
直
　
次

五
　
管
理
の
内
容

（一）

道
路
専
用
施
設
（
路
面
（
路
盤
ま
で
の
部
分
を
含
む
。
）
、
路
肩
、

道
路
の
附
属
物
そ
の
他
の
専
ら
道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作

株
式
会
社
ヤ
マ
キ

ア
　
変
更
前
　
開
店
時
刻
　
午
前
九
時
　
閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

イ
　
変
更
後
　
開
店
時
刻
　
午
前
七
時
　
閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

（４）

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

ア
　
変
更
前
　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

イ
　
変
更
後
　
午
前
六
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
十
五
分
ま
で

（５）

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間

帯ア
　
変
更
前
　
午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

イ
　
変
更
後
　
午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

（四）

変
更
す
る
年
月
日

平
成
十
九
年
七
月
七
日

（五）

変
更
す
る
理
由

店
舗
増
築
の
た
め

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
新
設
（
道
路
の
附
属
物
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕

（二）

路
肩
に
接
す
る
法
面
で
、
当
該
路
肩
か
ら
法
長
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の

範
囲
内
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
維
持

（三）

原
則
と
し
て
道
路
専
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

六
　
管
理
の
期
間
　
平
成
十
八
年
十
一
月
六
日
か
ら
道
路
の
存
続
す
る
日
ま

で土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
北
秋
田
市
鷹
巣
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の

退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

由
利
本
荘
市
役
所
　
商
工
観
光
部
　
商
工
振
興
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
十
四
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振

興
課
商
業
貿
易
室

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

秋
田
雄
和
本
荘
線

秋
田
雄
和
本
荘
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
一
・
二
〇
〜
一
九
・
〇
〇

一
二
・
三
〇
〜
二
五
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
七
一

〇
・
〇
六
九

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
新
沢
字
小
坂
三
五
番
二
か
ら
字
下
川
原
一
七
二
番
一
地
先
ま
で

〃

公
　
　
　
　
　
　
告
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３

る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日

秋
田
県
知
事

寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

北
秋
田
市
栄
字
太
田
六
番
地
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
　
正

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
北
平
野
豊
川
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の

退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す

る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日

秋
田
県
知
事

寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
豊
岡
字
杉
ヶ
崎
八
十
九
の
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
田
口
　
利
男

平
成
十
八
年
十
一
月
七
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
田
根
森
地
区
担
い
手
育

成
基
盤
整
備
事
業
）
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
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